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                               2013 年 11 月 29 日 
鳥取市長 竹内 功 様 
                              日本共産党鳥取市議団 
                               団 長 角谷 敏男 
                               幹事長 伊藤 幾子 
                                   田中 文子 
 
 
      2014 年度の予算要望について 
 
日頃からの市政運営に対するご尽力に敬意を表します。 
さて、アベノミクスが景気の回復をもたらしたかのように言われていますが、恩恵を受

けているのは大企業と資産家ばかりで、「大企業が成長すれば国民経済が発展し、国民生活

も豊かになるというトリクルダウン」は幻想にすぎません。大企業は、リストラや人員削

減、生産拠点の海外進出などで莫大な利益をあげ、270 兆円にもおよぶ内部留保をため込

んでいます。これを日本経済に還流させ、国民の所得を増やし、家計を温め、日本経済を

内需主導の健全な発展の軌道に乗せることこそ政治の責任です。 
市政においても、雇用問題は深刻であり、多くの市民が生活に不安を抱えています。ま

た、国による社会保障の切り捨て、切り下げ計画が一層市民の不安を駆り立てています。 
いま、市政に求められているのは、「住民の福祉の増進」という自治体本来の役割を発揮す

ることに他なりません。このような立場から、市民本位の政策強化及び予算編成を要望し

ます。 
 
[要望事項] 
 
１．昨年 5 月におこなった住民投票で、市民は「新築移転は反対」の意思表示をした。そ 

の結果を無視することは、民主主義の原則を踏みにじることである。 
 
 ①市庁舎の新築移転案は止めること。市庁舎整備は、住民投票の結果を尊重し、耐震改 

修を基本にすすめ、機能については、今ある市の施設を有効活用し、市民の声を十分 
に反映させた計画をつくること。 

 
２．来年 4 月からの消費税増税は、市民生活や地域経済に大打撃を与えることは明らかで 

ある。所得の低い人ほど負担が大きい逆進性のある消費税を増税すれば、貧困と格差 
をますます拡大させることになり、市財政においても、地方交付税や市税の増収につ 
ながる保障もない。 

 
 ①国に対し、来年 4 月からの消費税増税中止を求めること。 
 
 ②生計費非課税を基本とし、消費税増税による市の公共料金への転嫁はおこなわないこ 

と。 
 
３．生活保護基準は最低賃金、住民税非課税限度額の算定、就学援助などさまざまな諸制 

度の基準となっており、安倍政権が 8 月におこなった生活保護費引き下げは、受給者 
のみならず、国民生活に深い影響を与えている。 

 
 ①国に対し、生活保護費削減の撤回を求めること。 
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 ②不正受給に対する方策として挙げられている警察 OB の配置はおこなわないこと。 
 
 ③ケースワーカーを増員し、きめ細かな相談や援助ができるようにすること。 
 
 ④市独自の各手当は、生活困窮に直面している市民を支援するものであり、廃止は認め 

られない。今年度から廃止した夏期手当は復活すること。また、年末手当の廃止はお 
こなわないこと。 

 
４．低所得者が多く加入する国保は、高すぎる国保料が市民生活の大きな負担となってお 

り、全国的にも滞納世帯が 2 割を占め、住民の支払い能力を超えている。そもそも国 
保は、「社会保障及び国民保健の向上」（国保法第１条）を目的とし、国民に医療を保 
障する制度である。ところが、国保の財政難、保険料高騰、滞納増の悪循環を抜け出 
せず、そのため住民から医療を遠ざけている。また、滞納に対する徴収強化も住民を 
苦しめている。 

 
 ①国保の都道府県化は、市町村の権限がなくなり、住民の声が届きにくくなる。市町村

独自の支援制度もできなくなり、保険料アップにつながる。国保運営を一層困難にす

る都道府県化には反対すること。 
 
 ②保険料引き下げのために、一般会計からの繰り入れをおこなうこと。 
 
 ③国保運営について、国および県に対して、財政負担を求めること。 
 
 ④すべての加入者の受診を保障し、早期治療による医療費抑制のためにも、正規保険証

と同様に短期保険証であっても郵送すること。 
 
 ⑤窓口一部負担金減免制度の基準を、せめて国が示す基準に広げること。 
 
 ⑥無料低額診療事業に院外薬局代を対象とするように国に求めること。 
 
５．介護保険制度が導入されて 13 年になるが、保険料は増加の一途をたどり、保険料・利

用料は高齢者世帯の大きな負担となっている。また、介護の社会化にはほど遠く、介

護のための離職者は年 10 万人にのぼり、「保険あって介護なし」の現状の改善は急務

である。しかし、国はさらに国民に犠牲を強いることをすすめようとしている。 
 
 ①「要支援者はずし」や特養ホームの入所資格の制限など、介護保険制度の改悪には反 

対すること。 
 
 ②国に対し、国庫負担の割合を増やし、保険料を軽減することを求めること。 
 
③保険料及び利用料に対し、市独自の減免制度をつくり、安心して介護保険が利用でき 
るようにすること。 

 
④特別養護老人ホームを増やすこと。 
 
⑤高齢者バス運賃優待制度の回数券の割引を復活させること。 
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６．鳥取県特別医療の障がい者の負担を無料に戻すよう、県に求めること。 
 
 
７．障がい者就労施設での聞き取り調査をもとに、施設への仕事の発注を積極的におこな

い、施設及び障がい者の自立支援をすること。 
 
８．特定検診やがん検診の受診率の向上のために、さらに休日検診の回数を増やし、費用

の負担軽減の拡充もおこなうこと。 
 
９．医療費の抑制にもつながる保健指導の強化のためにも、保健師などの専門職を増やす

こと。 
 
10．国は、子ども・子育て支援の新制度 2015 年度開始に向け、「子ども・子育て会議」で

議論がされている。しかし、いまだ不透明な部分が多く、どう変わるのかさえわから

ないまま自治体に新制度への準備を求めている。 
 
①新制度に向けての準備には、時間的に無理がある。国に対し、十分な時間を保障する 
よう求めること。 

 
 ②新制度では、放課後児童クラブは全学年が対象となる。保護者の声を十分聞き、市の 

責任で施設・環境整備や人員配置をおこなうこと。 
 
11．小中学校の 30 人以下学級の対象学年を拡大すること。 
 
12．現行の小児特別医療費助成では一部窓口負担がある。完全無料化にすること。 
 
13．産後 1 ヶ月の検診の無料化を県に求めること。 
 
14．住宅小規模リフォーム助成制度の工事規模金額を 10 万円に引き下げること。希望者

全員が制度を使えるように予算の増額、または補正予算を組んで対応すること。 
 
15．ごみ問題は市民全体で取り組むべき大きな課題である。ごみはどう処理するかではな

く、どう無くすのかという立場に立って、ごみの減量化や焼却施設の整備についても、

将来の方向性も踏まえ、市民全体で考えることが必要である。 
 
 ①可燃物焼却施設の建設計画を全市民に知らせ、市民の意見を聞き、ごみの減量化を考

え、取り組みを強めること。 
 
 ②事業系ごみの減量化計画をつくること。その際には、事業所の規模（大・中・小・個

人等）に合わせたものにすること。 
 
 ③ごみ袋代を引き下げること。 
 
16．税・料の徴収にあたっては、法に則った対応をすること。安易に差し押さえをおこな

うのではなく、十分に相談にのり、納税者の生活実態を把握し、対応すること。 
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17．雇用問題は深刻である。国が検討中の不安定・非正規雇用を拡大する「派遣労働法の

適用拡大」、「限定正社員制度」、「解雇の金銭解決」、「裁量労働制の拡大による残業代

ゼロ」に反対すること。 
 
18．地元に雇用を生み出すといって、企業の誘致に力を入れているが、その誘致企業が社

員を解雇しても、その情報が行政に入らないようではいけない。誘致企業に対し、事

前に行政に説明・相談することを義務付けること。 
 
19．中山間地域は、過疎化・高齢化が進み、地域の活性化は重要な課題である。しかも、

短期的に解決できるものではなく、中・長期的な展望を持ち、あらゆる観点から取り

組むことが必要である。 
 
 ①地域の拠点である総合支所の権限を強め、必要な予算の増額と職員の配置をすること。 
 
 ②地域づくりに住民の声が反映しやすくなるしくみを、住民とともに構築すること。 
 
20．農林漁業の新規就業者と後継者支援を強めること。 
 
21．梨、らっきょう、柿など、市の特産品への価格支持制度をつくること。 
 
22．非核平和都市宣言都市として、被爆の実相の伝承など、予算を増額し、非核平和行政

に取り組むこと。 
 
                                    以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


